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矢板市空家等対策に関する支援制度 

矢板市では空家等の解消を図るために、各種の支援制度を行っています。各制度の交

付条件など詳細については、各担当課へお問い合わせ下さい。 

平成 31 年 4 月現在 

施策 事業名 補助額等 内容 
担当課 
連絡先 

利
活
用 

補
助
制
度
等 

空家等活用支援補助
事業 

・40 万円 
※土地付きの場合 

市街地における空家の利活用
促進のため、改修を伴う空家
の取得者に対して補助金を交
付（のびのび補助金対象外の
方）       ※H31 新設 

都市整備課 
0287-43-6213 

空家等活用定住促進
補助事業 
（「暮らし」のびのび
定住促進補助事業） 

・中古住宅購入 
40 万円 
※土地付きの場合 

空家等を活用した若者世代の
定住促進及び子育て支援を図
るため補助金を交付 

※H31 制度改正 

都市整備課 
0287-43-6213 

空き店舗等対策事業
支援補助事業 

・改修費の 1/2 
上限 100 万円 

空家等を活用した中心市街地
活性化のため、対象地区の空
き店舗活用し開業する者に対
して改修費補助金を交付 

商工観光課 
0287-43-6211 

木造住宅耐震に係る
補助制度 

・耐震診断 2/3 
上限あり 

・改修建替 1/2 
上限 80 万円 

木造住宅の耐震診断・補強計
画策定・改修・建替に係る費用
の一部に補助金を交付 

建設課 
0287-43-6212 

住宅の改修に伴う固
定資産税の減額 

・改修した住宅の固
定資産税 
1/2～1/3 減免 

住宅の耐震やバリアフリー改
修に伴う固定資産税の減免制
度 

税務課 
0287-43-1115 

そ
の
他 
支
援
制
度 

空き家バンク事業 ― 

空き家に関する情報を、市ホ
ームページに掲載し、空家所
有 者 と 利 用 希 望 者 と の 仲 介
（売買・賃貸）を行う 

都市整備課 
0287-43-6213 

全国版空き家バンク
の活用 

― 

空家等に関する情報を、全国
版空き家バンクのホームペー
ジに掲載することで、広く情
報発信を図る 

都市整備課 
0287-43-6213 

フラット 35 ― 

空家の利活用促進のため、住
宅金融支援機構と連携し、住
宅取得の借入資金の金利を一
定期間引き下げる制度 

都市整備課 
0287-43-6213 

マイホーム借上げ制
度 

― 

シニアの方（50 歳以上）の住
まなくなったマイホームを、
JTI が借り上げて転貸する制
度 

都市整備課 
0287-43-6213 

中古住宅流通促進に
向けた各制度の周知
広報 

― 

空き家利活用支援専門家派遣
事業（県）、建物現況調査（ｲ
ﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）など各制度の周知
広報 

都市整備課 
0287-43-6213 

お試し移住体験（お試
しの家）事業 

― 
就農支援、定住促進を目的に、
古民家を利用したお試し田舎
暮らし体験（移住支援） 

農業公社 
0287-43-2650 

除
却 

空家解体費補助事業 

・解体工事費の 1/2 
上限 
矢板駅西用途地域内

60 万円 

その他 50 万円 

市内の危険空家等の解体費補
助金を交付 

 
 

※Ｈ31 新設 

都市整備課 
0287-43-6213 

維
持
管
理 

関係団体等との連携 ― 
所有者が高齢や市外在住で、
空家の維持管理を行えない場
合に関係団体等を紹介 

都市整備課 
0287-43-6213 

空家の維持管理に関
する各制度の周知広
報 

― 
空家等の管理に関するガイド
ブックや適正管理に関する各
制度の周知広報 

都市整備課 
0287-43-6213 

共
通 

相談体制の整備 ― 

様々な相談内容に対して、相
談窓口（担当課）を統合し、関
係各課の連携により対応を図
る 

都市整備課 
0287-43-6213 
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矢板市空家等の適正管理に関する条例 

平成 30 年３月 22 日 
条例第 21 号 

 
（目的） 
第１条 この条例は、空家等の適正な管理について市及び所有者等の責務を明らかにすると

ともに、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」とい
う。）に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空
家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の安心で安全な生活の確保及び良
好な生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この条例において掲げる用語の意義は、法の定めるところによる。 
 
（市の責務） 
第３条 市は、第１条の目的を達成するため、空家等の適正な管理促進のために必要な施策

を策定し、及び実施しなければならない。 
２ 市は、前項の施策を実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。 
 
（所有者等の責務） 
第４条 空家等の所有者等は、空家等が特定空家等にならないよう適正に管理しなければな

らない。 
 
（市民等の協力） 
第５条 市民等は、第３条の規定による施策の策定及び実施に協力するよう努めるものとす

る。 
２ 市民等は、特定空家等と認めるに足りる事実があるときは、市に情報を提供するように

努めるものとする。 
 
（応急措置） 
第６条 市長は、空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損

害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するた
め、必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等か
ら徴収することができる。 

 
  
（矢板市空家等審議会） 
第７条 この条例の適切な運用を図るため、矢板市空家等審議会（次項において「審議会」

という。）を設置する。 
２ 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
 
（関係機関への要請） 
第８条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係機関等に必要な措置

を要請することができる。 
 
（委任） 
第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 
 
附 則 

この条例は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 
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矢板市空家等対策推進本部設置要綱 

（設置） 
第１条  本市における空家等対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、矢板市 

空家等対策推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条  本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 空家等に関する諸施策の総合的な企画及び推進に関すること。 
(2) 空家等にかかわる調査に関すること。 
(3) 空家等対策計画の策定及び施策の評価に関すること。 
(4) その他空家等対策の推進に必要な事項に関すること。 

 
（組織） 
第３条  本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。 
２ 本部長は、市長をもって充てる。 
３ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 
４ 委員は、矢板市庁議等規則（平成２年矢板市規則第２号）第５条に規定する者をもっ

て充てる。  
 
（会議） 
第４条  本部会議は、本部長が主宰する。 
２ 本部長が主宰することができないときには、本部長が副本部長のうちからあらかじ

め指名する者に、その職務を代行させる。 
３ 本部長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（検討部会） 
第５条 前条の会議に付議すべき事項の調査研究及び必要な連絡調整を行うため、検討

部会を置く。 
２ 検討部会は、都市整備課長主宰のもと、空家等対策に関係する課の職員をもって組

織する。 
３ 都市整備課長は、必要に応じ、検討部会の委員以外の者の出席を求めることができ

る。 
 
（事務局） 
第６条 本部及び検討部会に関する庶務は、都市整備課において処理する。 
 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。
 
 
 
〈空家等対策推進本部〉 

職    名 備 考 

市 長 本部長 

教育長 副本部長 

総合政策部長  

総務部長  

健康福祉部長  

市民生活部長  

経済建設部長  

会計管理者兼出納室長  

議会事務局長  

教育部長  

監査委員事務局長  

上下水道事務所長  

 
 
 
〈空家等対策検討部会〉 

所    属 備 考 

都市整備課長 部会長 

都市整備課 都市計画担当 副部会長 

総合政策課 政策企画担当  

総務課 行政担当  

税務課 資産税担当  

くらし安全環境課 環境担当  

商工観光課 商工担当  

水道課 業務担当  
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矢板市空家等審議会設置要綱 

（設置） 
第１条 本市における空家等対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、矢板市空家等審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 審議会は、空家対策に関することについて、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に

ついて、調査審議する。 
⑴   空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下 

「法」という。）第６条第１項に規定する空家等対策計画の策定に関すること。 
⑵   法第２条第２項に規定する特定空家等の認定に関すること。 
⑶   法第１４条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

２ 審議会は、前項各号に掲げる事項のほか、空家等対策の推進及び適正管理に関して、必
要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。 

 
（組織） 
第３条 審議会は、６人以内の委員をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴  学識経験を有する者 
⑵  建築関係者 
⑶  不動産業関係者 
⑷  前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 
（任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
 
（会長） 
第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の職務を行う者がいないときは、市長が

招集する。 
２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 
 
（意見の聴取等） 
第７条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 
 
（守秘義務） 
第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 
 
（庶務） 
第９条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。 
 
（委任） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 
 
附 則 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。  
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矢板市空家等対策計画の策定経過 

年 月 経過内容 

平成30年3月 矢板市空家等の適正管理に関する条例制定 

5月 空家等対策基本方針策定 

6月 矢板市空家等対策推進本部及び検討部会設置 

7月 第1回矢板市空家等対策推進本部 

8月 矢板市空家等審議会設置 
第2回矢板市空家等対策推進本部 
第1回矢板市空家等審議会 

9月 矢板市空家等対策計画骨子案及びパブリックコメントの実施について市議会報告 
矢板市空家等対策計画骨子案パブリックコメント実施（9/10～27） 
矢板市空家等対策計画骨子案策定 

10月 矢板市空家等の適正管理に関する条例施行 
第3回矢板市空家等対策推進本部 

12月 第4回矢板市空家等対策推進本部 
第2回矢板市空家等審議会 

平成31年1月 第5回矢板市空家等対策推進本部 

2月 第3回矢板市空家等審議会 
矢板市空家等対策計画案及びパブリックコメントの実施について市議会報告 

3月 矢板市空家等対策計画案パブリックコメント実施（3/1～18） 
矢板市空家等対策計画策定 

 

矢板市空家等審議会 

（１）委員名簿 

氏 名 氏 名 所 属 備 考 

１号委員 学識経験者 江面 晃一 元行政職員 会長 

１号委員 学識経験者 山本 理佐 栃木県司法書士会  

１号委員 学識経験者 大塚 孝徳 栃木県県土整備部住宅課長  

２号委員 建築関係者 和氣 文輝 栃木県建築士会  

３号委員 不動産関係者 齋藤 修一 栃木県宅地建物取引業協会  

４号委員 住民代表 簗瀬 辰雄 矢板市区長会  

敬称略 

（２）審議会開催数    ３回 

 

（３）審議会の概要 

第1回（平成30年8月31日） 
〇委員委嘱 
〇計画骨子案に関する検討 

・空家等の現状及び実態調査の結果 
・空家等対策計画骨子案 等 

第2回（平成30年12月25日） 
〇計画案に関する検討 

・計画骨子案パブリックコメントの結果 
・各種支援制度 
・特定空家等への措置 
・実施体制の整備 等 

第3回（平成31年2月4日） 
〇計画案に関する検討 

・住民等からの空家等に関する相談への対応 
・対策の効果検証 
・空家等対策計画案 等 
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空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 

 
 


